
●手順 ※10kw未満の太陽光発電

① 必要書類の用意をお願いします
□

□
□
□

※ 弊社ホームページ以外からの事業計画書様式・代行提出依頼書様式の入手方法
（1）WEBサイト「なっとく！再生可能エネルギー」からダウンロード

（2）FAXサービスから入手（FAX機能付き電話機をお持ちの方）
　　０３－６７１１－４０２６に電話の上、案内に従ってボタンを押して、FAXから印刷
（3）代行センターに返信用封筒を送付
　　１２０円切手を貼り、返送先住所と右下に設備の種類と発電出力を記入の上、
　　「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター（様式送付希望）」宛て
　　（〒２７３－００１１　千葉県船橋市湊町２－６－３３　NTT船橋湊ビル２階）に送付

② 事業計画書、代行提出依頼書に必要事項を記入して下さい
必須項目 ▰設備ID　（当該事業計画の対象となる設備のID）

※設備IDは検針票に記載されているか、記載のない場合は電力会社へ契約者様が
　お問い合わせ頂いても教えてもらえます。

必須項目 ▰設備の所在地
※申請所在地が「地番未確定」のまま申請している場合は、実際に設置している
　設備所在地を記入下さい

必須項目 ▰太陽光電池の合計出力（ｋｗ）　※小数点第１位まで
▰接続契約締結日　※2017年3月31日までに運転開始している場合、記入省略可能

必須項目 ▰接続契約締結先　※各エリア電力会社
必須項目 ▰特定（買取）契約締結先　※各エリア電力会社
必須項目 ▰買取価格　※税抜金額で記入

▰運転開始状況　※運転開始済みの場合チェック
必須項目 ▰遵守事項　※項目に同意する場合チェック

▰【添付書類】接続同意を証する書類
※2017年3月31日までに売電を開始している設備については、添付の必要がありません

③ 提出送付先
〒２７３－００１１
千葉県船橋市湊町２－６－３３　NTT船橋湊ビル２階
「再生可能エネルギー新制度移行手続代行センター」宛て
※印鑑登録証明書が信書扱いとなるため、普通郵便では不可になります
　簡易書留・レターパックなど、信書送付可能郵便にて送付して下さい

　年報報告の登録をした方は、資源エネルギー庁からのメール返信に記載がありますので
　「設備ID」「設置者ID・PW」の確認ができます

新制度への移行手続について【紙申請】

事業計画書様式（提出者欄に設備設置者（お施主様）の情報を記入の上、実印を押印）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_plan_p.html#p

※上記のWEBサイト「なっとく！再生可能エネルギー」にて記載要領がありますのでご確認願います

代行提出依頼書様式（依頼者の押印は認め印で可）

設備設置者の印鑑証明書（発効日から３ヶ月以内の原本）

接続同意を証する書類の写し（平成29年3月31日までに売電開始している場合は不要）

様式２０　再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】（10ｋｗ未満の太陽光発電）
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【１０ｋＷ未満の太陽光発電の場合】 

１．再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】 
 
様式第２０ 

 
再生可能エネルギー発電事業計画書【みなし認定用】 

（１０ｋＷ未満の太陽光発電） 
 
 
                                   平成２９年６月２１日 
  経済産業大臣 殿  

 

提出者 

（ふりがな）とうきょうとちよだくかすみがせき 

住 所  （〒 100-0081   ） 

東京都千代田区霞が関１－１－１ 

（ふりがな）

 

けいざい いちろう

 

 

 

氏 名                経済 一郎 
印 

 （法人番号：  ） 

    （法人にあっては名称、法人番号（法人番号がある場合）、代表者の役職・氏名及び代表者の登記印）

 電話番号 （ 00 ）0000－0000      

 

 

  電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省

令（平成２８年経済産業省令第８４号）附則第６条第２項、第６項及び第７項の規定により、再生可

能エネルギー発電事業計画書を次のとおり提出します。 

再生可能エネルギー発電事業計画 

 考 備 要概の画計業事電発ーギルネエ能可生再

設備ＩＤ  Ａ１２３４５６Ｃ１３  

設備の所在地 
（注１） 

 東京都千代田区霞が関１－１－１ □別紙あり 

太陽電池の合計出力（kW）  ９．０  

接続契約締結日 平成２９年 ３月 １   日

接続契約締結先  東京電力パワーグリッド株式会社 
 

特定（買取）契約締結先  東京電力エナジーパートナー株式会社    □未定  

買取価格（注２）    円／kWh（税抜き）      □未定  

運転開始状況 ■   み済始開転運

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

2017/3/16 掲載

2017/3/31 更新

※再生可能エネルギー新制度移行手続代行センターが作った記載見本を一部修正してご案内しています。

実印

数字＋ハイフンで記載

記入不要

チェックする

契約電力会社名

契約電力会社名

検針票に記載の買取価格
















